
 資料５  
 

令和８年度福島県地域公共交通活性化協議会事業計画書（案） 

 

１ 令和８年度事業計画 

  「福島県地域公共交通計画」（以下「計画」という。）に位置付けた各種施策・

事業を確実に実施するとともに、計画の進捗状況の確認等を行うため、「福島

県地域公共交通活性化協議会」（以下「協議会」という。）及び「福島県地域公

共交通活性化協議会地域部会」（以下「地域部会」という。）を開催する。 

（1）福島県地域公共交通利便増進実施計画の一部改定 

  ・ 継続検討としている路線について、再編等の協議が調い次第、利便増進

実施計画の一部改定 

（2）オープンデータ化支援 

  ・ 市町村等に対する GTFSデータ作成支援及びオープンデータ化の推進 

（3）地域・企業・学校等と連携したモビリティ・マネジメントの推進 

  ・ 利便増進実施計画において再編した路線を中心に、マイバス意識を醸成

し、バス利用促進を図るための取組を実施【バス関係】 

  ・ マイレール意識やマイステーション意識の醸成のため、知事と沿線市町

村長が地域住民の皆さん等と列車内で意見交換【鉄道関係】 

（4）法定協議会等の開催及び運営 

ア 法定協議会 

３回程度開催 

イ 地域部会 

各地域部会の状況や必要に応じて都度開催 

  ウ ワーキンググループ 

    必要に応じて開催（利便増進実施計画の変更など） 

  エ 公共交通に係る勉強会等の開催 

    １～２回程度開催 

 

２ 事業スケジュール 
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